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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第16期

第２四半期連結
累計期間

第17期
第２四半期連結

累計期間
第16期

会計期間

自2019年
３月１日
至2019年
８月31日

自2020年
３月１日
至2020年
８月31日

自2019年
３月１日
至2020年
２月29日

売上高 （千円） 4,866,908 4,008,171 10,815,726

経常利益 （千円） 256,763 112,493 852,114

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 158,543 156,857 566,877

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 132,923 121,523 612,837

純資産額 （千円） 4,425,543 5,042,042 4,948,609

総資産額 （千円） 7,110,619 7,190,608 8,499,260

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 14.00 13.52 49.71

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 13.94 13.01 49.47

自己資本比率 （％） 61.8 69.8 57.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 399,993 △769,640 1,636,946

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △159,456 △808,418 △616,388

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,416,946 △173,164 912,781

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,849,241 2,672,949 4,459,020

 

回次
第16期

第２四半期連結
会計期間

第17期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自2019年
６月１日
至2019年
８月31日

自2020年
６月１日
至2020年
８月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 4.53 10.47

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりせん。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は次のとおりであります。

（DXソリューション事業）

　主要な関係会社の異動はありません。

（X-Techサービス事業）

　当第２四半期連結会計期間において、株式の取得に伴い、株式会社バリューデザインを持分法適用の範囲に含めて

おります。

　また、持株会社体制の移行につきましては、2020年４月21日開催の取締役会において決議され、2020年５月27日開

催の定時株主総会の承認を受けております。これに伴い、当社は2020年９月１日付で「ＪＮＳホールディングス株式

会社」に商号変更し、持株会社体制へ移行いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間（自2020年３月１日 至2020年８月31日）における日本経済は、依然、収束がみえないコロ

ナ禍の影響により、４月～６月期のGDPが前期比7.9％減、年率換算28.1％減と大きく落ち込んでおり、政府や自治体に

よる各種支援対策が実行されつつあるものの、かつてない厳しい状況にあります。

特に、交通や旅行、飲食やイベントなどの産業は直接的な影響を受けており、空運業や宿泊業、インバウンド等に関

連する企業においては業績の悪化が著しくなっています。一方で、コロナ禍の影響により、在宅時間の増加によるテレ

ワークの拡大やネット会議の増加、在宅学習の浸透など、デジタル化、ネットワーク化の進行はさまざまな領域で本格

化しており、新内閣における目玉政策の一つとして掲げられたデジタル庁創設といった政府の動きも加わり、デジタル

トランスフォーメーション（DX）推進の動きは、公共、民間ともにさらに加速していくものとみられます。

こういった状況のなか、当社グループのDXソリューション事業については、デバイス事業の設計・製造を担う深圳工

場が、コロナ禍から年度開始一カ月余にわたり、ほぼ稼働出来ない状態からスタートしました。第２四半期には中国拠

点は正常の状態に復旧しましたが、出荷先の日本においてコロナ禍が加速しインバウンド関連製品等の落ち込みが顕著

になってきたことから、新たなIoTデバイスや法人向けICT製品の受注拡大に積極的に取り組んでいます。X-Techサービ

ス事業については、チャットボットなどのビジネス系サービス、知育・教育、ヘルスケアなどのコンテンツ系サービス

ともにDX化の流れのなかで、引き続き順調に売上高が増加しており、今後のさらなる拡大をにらみ、開発体制の拡充、

宣伝・販売施策の強化に取り組んでいます。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,008,171千円（前年同期比17.6％減）、

営業利益は168,547千円（前年同期比31.7％減）となりました。また、変動する為替動向を受け、中国子会社を中心に

51,179千円の為替差損が発生したことから、経常利益は112,493千円（前年同期比56.2％減）となりました。純利益につ

いては、持株会社体制への移行をにらんだデバイス事業会社の完全子会社化による連結ベースでの繰延税金資産の計上

により、156,857千円（前年同期比1.1％減）と、ほぼ前年並みを確保しました。

 

セグメント別の事業動向については以下の通りです。

 

＜DXソリューション事業＞

当第２四半期連結累計期間におけるDXソリューション事業の売上高は3,226,116千円（前年同期比22.4％減）、セグメ

ント利益は293,160千円（前年同期比26.0％減）となりました。

デバイスソリューション事業については、コロナ禍の影響を受け、インバウンド関連製品等が前期に比べ大幅に減少

しており、これに対応すべく、新たなIoTデバイスの受注活動を積極的に推進しています。具体的には、マイネム株式会

社の笑顔を感知して除菌液を噴霧する装置「emmyWash」や、顔認識および音声認識により決済や認証を可能にするPLEN

Robotics社のAIアシスタント「PLEN Cube」、InstaChord株式会社の電子楽器「InstaChord(インスタコード)」など、さ

まざまな新規デバイスへの取り組みを開始しております。

サービスソリューション事業については、昨年度から案件の選別を進めており、収益性の観点に加え、DX、ビッグ

データ、AIなど、技術・ノウハウの蓄積、拡充に重点をおいた取り組みを推進しています。通信キャリアや大手一般法

人向けの売上高は前期に比べ減少しましたが、ベンチャー企業を中心とするネットサービス事業者向け案件は拡大傾向

にあります。

 

＜X-Techサービス事業＞

当第２四半期連結累計期間におけるX-Techサービス事業の売上高は782,055千円（前年同期比10.1％増）、セグメント

損失は10,609千円（前年同期はセグメント損失966千円）となりました。

コロナ禍の影響もあり、働き方や生活、学習環境、健康意識などの変化が加速していくなか、デジタル化、ネット

ワーク化は急速に進展しています。EdTech、HealthTech、FinTech、ビジネスコミュニケーションなどのジャンルは今後

においてもデジタルサービスの普及、発展が大いに期待される分野です。当社グループのX-Techサービス事業は、まだ

全体としては損失計上段階にありますが、売上高は継続的に増加しており、今後の拡大をにらんで、さらなる開発体制

の拡充と販売施策の強化を行っています。

今期においては、コンテンツ系サービスである知育・教育、ヘルスケア、ビジネス系サービスであるコミュニケー

ション、電子マネーの主力４分野全てが前年同期に比べ増収で推移しました。
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（2）財政状態の分析

①資産

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は5,180,058千円となり、前連結会計年度末に比べ2,016,225千円減

少いたしました。これは主に現金及び預金が1,786,071千円、受取手形及び売掛金が299,310千円減少したことなどに

よるものです。固定資産につきましては、有形固定資産が8,440千円、無形固定資産が127,177千円、投資その他の資

産が571,957千円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ707,573千円増加し、2,010,550千円となりました。こ

の結果、総資産は7,190,608千円（前連結会計年度末は8,499,260千円）となり、前連結会計年度末に比べ1,308,652千

円減少いたしました。

 

②負債

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は2,148,566千円（前連結会計年度末は3,550,651千円）となり、前

連結会計年度末に比べ1,402,085千円減少いたしました。これは主に前受金が519,710千円、買掛金が288,221千円、未

払法人税等が171,885千円減少したことなどによるものです。

 

③純資産

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は5,042,042千円（前連結会計年度末は4,948,609千円）となり、

前連結会計年度末に比べ93,433千円増加いたしました。これは主に非支配株主持分が45,252千円減少したものの、利

益剰余金が122,407千円増加したことなどによるものです。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,786,070千円減少し、当第２

四半期連結会計期間末の資金は2,672,949千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は769,640千円（前年同期は399,993千円の収入）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益112,493千円、売上債権の減少299,310千円などの増加要因があったものの、前受金の減少519,709千円、

仕入債務の減少288,221千円、法人税等の支払額217,693千円などの減少要因が増加要因を上回ったことによるものであ

ります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は808,418千円（前年同期は159,456千円の支出）となりました。これは主に関係会社株

式の取得による支出553,027千円、無形固定資産の取得による支出210,720千円などによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は173,164千円（前年同期は1,416,946千円の収入）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出などによるものであります。

 

（4）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありま

せん。

 

（5）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（6）研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,718,800 11,723,600
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 11,718,800 11,723,600 － －

　（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

２．新株予約権の行使により提出日現在の発行済株式が4,800株増加しております。

３．「提出日現在発行数」欄には、2020年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（第25回新株予約権）

決議年月日 2020年４月21日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役２名、当社子会社従業員36名

新株予約権の数（個）　※ 30,300

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）　※
普通株式　393,900（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 39

新株予約権の行使期間　※
自　2021年１月４日

至　2028年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　39

資本組入額　（注）３

新株予約権の行使の条件　※

①新株予約権者は、権利行使時において当社又は当

社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地

位を保有していることを要し、それ以外の場合に

は新株予約権を行使できないものとする。また、

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者

の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「ネオス株式会社第25回新株予約権割当契約書」

に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項　※ －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項※
－

※新株予約権証券の発行時（2020年６月１日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は13株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後に、当社が当社普通株式につき株式分割

または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割（または株式併合）の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的と

なる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整

を行うものとする。

２．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　―――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割（又は株式併合）の比率
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また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（た

だし、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数×１株当たり払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前行使価額

　　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする

場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第（１）号記載の

資本金等増加限度額から本項第（１）号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の

議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認され

た場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会の決議がなされた場合）は、当社が別途定める日に、当

社は新株予約権を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、

当社が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

５．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割

につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその

効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
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⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記４に準じて決定する。

６．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとする。
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（第26回新株予約権）

決議年月日 2020年４月21日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役１名、当社子会社従業員56名

新株予約権の数（個）　※ 39,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）　※
普通株式　509,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 106

新株予約権の行使期間　※
自　2022年10月10日

至　2029年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　106

資本組入額　（注）３

新株予約権の行使の条件　※

①新株予約権者は、権利行使時において当社又は当

社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地

位を保有していることを要し、それ以外の場合に

は新株予約権を行使できないものとする。また、

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者

の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「ネオス株式会社第26回新株予約権割当契約書」

に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項　※ －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項※
－

※新株予約権証券の発行時（2020年６月１日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は13株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後に、当社が当社普通株式につき株式分割

または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割（または株式併合）の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的と

なる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整

を行うものとする。

２．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　―――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割（又は株式併合）の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（た

だし、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数×１株当たり払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前行使価額

　　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする

場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第（１）号記載の

資本金等増加限度額から本項第（１）号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の

議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認され

た場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会の決議がなされた場合）は、当社が別途定める日に、当

社は新株予約権を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、

当社が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

５．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割

につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその

効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
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⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記４に準じて決定する。

６．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとする。
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（第27回新株予約権）

決議年月日 2020年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３名

新株予約権の数（個）　※ 1,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）　※
普通株式　100,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ １

新株予約権の行使期間　※
自　2025年７月22日

至　2028年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　593.15

資本組入額　（注）２

新株予約権の行使の条件　※

①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締

役または取締役会で認定された者であることを要

し、それ以外の場合には新株予約権を行使できな

いものとする。また、新株予約権者が死亡した場

合には、新株予約権者の相続人による行使は認め

ない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「ネオス株式会社第27回新株予約権割当契約書」

に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会

の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項　※ －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項※
－

※新株予約権証券の発行時（2020年７月20日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後に、当社が当社普通株式につき株式分割

または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割（または株式併合）の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的と

なる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整

を行うものとする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第（１）号記載の

資本金等増加限度額から本項第（１）号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

３．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしく

は株式移転計画承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定め

る日に新株予約権を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が

別途定める日に、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができる。
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４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割

につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその

効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に本項③に

従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再

編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の

株式１株当たり１円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記２に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記３に準じて決定する。

５．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとする。

６．新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権の公正価額を新株予約権１個と引換えに払い込む金銭の額（以下、「払込金額」という。）と

し、新株予約権の割当を受けた当社の取締役に対して、払込金額に割り当てを受けた新株予約権の数を乗じ

て得た額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺すること

によって、新株予約権を取得させるものとする。

新株予約権の公正価額は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算出される公正な評価単価と同額とす

る。
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②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
　（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年６月１日

 （注）１
235,300 11,718,800 － 2,376,544 － 875,703

　（注）１．2020年６月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ジェネシスホールディングス

（2020年９月１日付でJENESIS株式会社に商号変更）を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。

これにより、発行済株式総数は235,300株増加して11,718,800株となっております。

２．2020年９月１日から2020年９月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が4,800株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ986千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

  2020年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

池田　昌史 東京都港区 1,877,800 16.02

株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２丁目11－１ 1,020,000 8.70

シャープ株式会社 大阪府堺市堺区匠町１番地 360,000 3.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 315,100 2.69

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 230,967 1.97

ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３番２号 210,000 1.79

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 182,800 1.56

株式会社日本カストディ銀行（信託口

５）
東京都中央区晴海１丁目８－12 162,000 1.38

藤岡　淳一 千葉県千葉市稲毛区 157,300 1.34

マケナフィールズ株式会社 東京都港区六本木５丁目17－16－201 137,700 1.18

計 － 4,653,667 39.71
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,714,100 117,141 －

単元未満株式 普通株式 4,700 － －

発行済株式総数  11,718,800 － －

総株主の議決権  － 117,141 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年６月１日から2020

年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表についてEY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,459,020 2,672,949

受取手形及び売掛金 1,228,912 929,602

商品 13,063 12,020

仕掛品 279,248 185,712

原材料 178,815 140,126

前渡金 797,815 651,498

短期貸付金 615 482

その他 244,266 591,688

貸倒引当金 △5,475 △4,021

流動資産合計 7,196,283 5,180,058

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 141,631 142,382

車両運搬具（純額） 4,311 3,708

器具備品（純額） 56,489 65,316

建設仮勘定 2,544 2,008

有形固定資産合計 204,976 213,416

無形固定資産   

ソフトウエア 120,510 169,859

ソフトウエア仮勘定 170,976 267,428

のれん 106,988 89,639

その他 6,311 5,036

無形固定資産合計 404,786 531,963

投資その他の資産   

投資有価証券 411,067 80,691

関係会社株式 － 857,423

関係会社出資金 27,902 26,525

繰延税金資産 28,001 68,420

差入保証金 229,914 238,134

その他 33,460 31,107

貸倒引当金 △37,131 △37,131

投資その他の資産合計 693,213 1,265,170

固定資産合計 1,302,977 2,010,550

資産合計 8,499,260 7,190,608
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 807,144 518,923

短期借入金 151,833 222,392

1年内返済予定の長期借入金 305,992 212,242

未払法人税等 211,472 39,587

前受金 1,181,125 661,415

賞与引当金 201,718 114,762

製品保証引当金 800 427

その他 410,121 267,570

流動負債合計 3,270,207 2,037,320

固定負債   

長期借入金 185,262 63,516

繰延税金負債 57,832 9,796

資産除去債務 32,954 33,200

その他 4,395 4,733

固定負債合計 280,444 111,246

負債合計 3,550,651 2,148,566

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,376,544 2,376,544

資本剰余金 1,440,163 1,485,535

利益剰余金 1,006,140 1,128,547

自己株式 △21 △45

株主資本合計 4,822,827 4,990,581

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64,548 43,406

繰延ヘッジ損益 495 △2,659

為替換算調整勘定 △1,844 △12,959

その他の包括利益累計額合計 63,200 27,787

新株予約権 17,329 23,673

非支配株主持分 45,252 －

純資産合計 4,948,609 5,042,042

負債純資産合計 8,499,260 7,190,608
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日
　至　2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

売上高 4,866,908 4,008,171

売上原価 3,717,941 2,842,465

売上総利益 1,148,967 1,165,705

販売費及び一般管理費 ※ 902,300 ※ 997,157

営業利益 246,666 168,547

営業外収益   

受取利息 360 1,449

その他 20,037 3,672

営業外収益合計 20,397 5,122

営業外費用   

為替差損 － 51,179

その他 10,301 9,996

営業外費用合計 10,301 61,176

経常利益 256,763 112,493

特別利益   

新株予約権戻入益 239 －

特別利益合計 239 －

特別損失   

事務所移転費用 10,091 －

特別損失合計 10,091 －

税金等調整前四半期純利益 246,911 112,493

法人税、住民税及び事業税 82,702 35,145

法人税等調整額 △172 △79,587

法人税等合計 82,530 △44,442

四半期純利益 164,380 156,936

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,837 78

親会社株主に帰属する四半期純利益 158,543 156,857
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日
　至　2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

四半期純利益 164,380 156,936

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,946 △21,142

繰延ヘッジ損益 2,998 △3,154

為替換算調整勘定 △3,509 △11,115

その他の包括利益合計 △31,457 △35,412

四半期包括利益 132,923 121,523

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 127,091 121,444

非支配株主に係る四半期包括利益 5,831 78
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日
　至　2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 246,911 112,493

減価償却費 52,989 73,523

のれん償却額 17,349 17,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △1,453

賞与引当金の増減額（△は減少） △95,128 △86,955

工事損失引当金の増減額（△は減少） △10,643 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △20,198 △372

有形固定資産除却損 3,754 －

持分法による投資損益（△は益） 232 1,377

新株予約権戻入益 △239 －

売上債権の増減額（△は増加） △86,845 299,310

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,597 133,258

仕入債務の増減額（△は減少） 31,759 △288,221

前受金の増減額（△は減少） 545,591 △519,709

前渡金の増減額（△は増加） △313,215 146,317

その他 16,178 △436,284

小計 443,094 △549,366

利息及び配当金の受取額 638 1,567

利息の支払額 △6,673 △5,688

法人税等の支払額 △38,424 △217,693

法人税等の還付額 1,359 1,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 399,993 △769,640

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △53,770 △28,766

無形固定資産の取得による支出 △73,009 △210,720

投資有価証券の取得による支出 － △10,113

関係会社株式の取得による支出 － △553,027

貸付金の回収による収入 3,000 －

差入保証金の差入による支出 △42,544 △5,875

差入保証金の回収による収入 6,867 85

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,456 △808,418

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 390,681 78,180

長期借入れによる収入 310,000 －

長期借入金の返済による支出 △205,891 △215,496

株式の発行による収入 935,784 －

自己株式の取得による支出 △21 △24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に

よる収入
8,645 －

リース債務の返済による支出 △1,602 △1,602

配当金の支払額 △20,649 △34,222

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,416,946 △173,164

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,512 △34,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,693,995 △1,786,070

現金及び現金同等物の期首残高 2,155,245 4,459,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,849,241 ※ 2,672,949

 

EDINET提出書類

ＪＮＳホールディングス株式会社(E20385)

四半期報告書

23/34



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　（持分法適用の範囲の重要な変更）

　当第２四半期連結会計期間より、株式の取得に伴い、株式会社バリューデザインを持分法適用の範囲に含めて

おります。
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（追加情報）

（連結納税制度の適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。

 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた

項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実

務対応報告第39号　令和２年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額

について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（新型コロナウイルス感染症の影響について）

　国内における新型コロナウイルス感染者数は以前横ばいの状況であり、政府の経済支援策は活発に投入されて

いるものの、景気の先行きは依然不透明であります。一方で、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が

社会的に強く意識されておりコロナ禍においてもDXニーズは顕在化していく可能性があります。これらの状況を

踏まえ、決算短信にて開示している業績予想に基づき、保守的に繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを

行っております。また、当該会計上の見積りの仮定については前連結会計年度から重要な変更はありません。他

方、感染が拡大に転じ、日本国内において再度自粛活動が再開した場合や、海外における感染者が更に拡大し、

世界経済に大きな打撃を与えた場合、当社グループの製品、サービスの需要減少をもたらし、当連結会計年度の

財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性があります。
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（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2019年３月１日
　　至 2019年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日

　　至 2020年８月31日）

給与手当 183,454千円 239,873千円

賞与引当金繰入額 32,931千円 39,581千円

営業支援費 183,561千円 229,414千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年３月１日
至 2019年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日
至 2020年８月31日）

現金及び預金勘定 3,849,241千円 2,672,949千円

現金及び現金同等物 3,849,241 2,672,949

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年８月31日）

 

１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年４月12日

取締役会
普通株式 20,967 2.0 2019年２月28日 2019年５月27日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

新株の発行

　当社は、当第２四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第23回新株予約権（第三者割当）の全

てについて権利行使があったことに伴う新株の発行により、資本金467,892千円、資本準備金467,892千円が

それぞれ増加しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

 

１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月12日

取締役会
普通株式 34,450 3.0 2020年２月29日 2020年５月28日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2019年３月１日　至 2019年８月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
DXソリューション

事業
X-Techサービス

事業
計

売上高      

外部顧客への

売上高
4,156,790 710,118 4,866,908 － 4,866,908

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

24,403 － 24,403 △24,403 －

計 4,181,193 710,118 4,891,311 △24,403 4,866,908

セグメント利益 396,288 △966 395,322 △148,655 246,666

（注）１．セグメント利益の調整額△148,655千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用△131,061千

円、のれんの償却額△17,349千円が含まれております。全社費用は、主に提出会社の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2020年３月１日　至 2020年８月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
DXソリューション

事業
X-Techサービス

事業
計

売上高      

外部顧客への

売上高
3,226,116 782,055 4,008,171 － 4,008,171

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

43,492 － 43,492 △43,492 －

計 3,269,608 782,055 4,051,663 △43,492 4,008,171

セグメント利益 293,160 △10,609 282,550 △114,002 168,547

（注）１．セグメント利益の調整額△114,002千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用△92,393千

円、のれんの償却額△17,349千円が含まれております。全社費用は、主に提出会社の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　記載すべき重要な事項はありません。

 

（有価証券関係）

　　　　記載すべき重要な事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　記載すべき重要な事項はありません。
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（企業結合等関係）

　共通支配下の取引等

　（株式交換による完全子会社化）

　当社は、2020年４月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ジェネシスホールディン

グス（2020年９月１日付でJENESIS株式会社に商号変更。以下「ジェネシス」といいます。）との間で、当社を

株式交換完全親会社、ジェネシスを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を

実施することを決議し、両者間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本株式交換は2020年６月１日に実施され、ジェネシスは当社の完全子会社となりました。

 

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

　結合当事企業の名称　株式会社ジェネシスホールディングス

　事業の内容　　　　　ICT及びIoT製品の開発、製造受託、販売、及びカスタマーサポート業務受託

（2）企業結合日

　2020年６月１日

（3）企業結合の法的形式

　当社を完全親会社、ジェネシスを完全子会社とする株式交換

（4）結合後企業の名称

　変更はありません。なお、2020年９月１日付でJENESIS株式会社に商号変更しております。

（5）その他取引の概要に関する事項

　当社グループの更なる成長加速と事業拡大に向けて、基盤事業の意思決定の迅速化、グループ経営機能

の強化、企業価値の最大化と将来に向けた経営体制の強化を図り、その効果を迅速かつ最大限発揮するた

めにジェネシスを完全子会社化することといたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

当社普通株式 167,768千円

取得原価 167,768

 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

（1）株式の種類別の交換比率

　ジェネシスの普通株式１株に対して、当社の普通株式13株を割当交付いたしました。

（2）株式交換比率の算定方法

　本株式交換の株式交換比率については、その公平性・妥当性を確保するため、当社は、当社及びジェネ

シスから独立した第三者算定機関である株式会社クリフィックス・コンサルティングに算定を依頼しまし

た。当社は、両社の財務の状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて総合的に判断するとと

もに、当該第三者算定機関による算定結果を踏まえ、両社で慎重に協議を重ねた結果、本株式交換比率は

妥当であるとの判断に至り、両社で合意いたしました。

（3）交付した株式数

　235,300株

 

５．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

（1）資本剰余金の主な変動要因

　子会社株式の追加取得

（2）非支配株主との取引によって減少する資本剰余金の金額

　122,397千円
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年３月１日
至　2019年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年３月１日
至　2020年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 14円 13円52銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
158,543 156,857

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
158,543 156,857

普通株式の期中平均株式数（株） 11,326,451 11,601,093

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13円94銭 13円１銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 50,913 454,714

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －
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（重要な後発事象）

（会社分割による持株会社体制への移行）

　当社は、2020年４月21日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社ネオス分割準備会社

（2020年９月１日付で「ネオス株式会社」に商号変更。以下「ネオス分割準備会社」といいます。）との間で、

当社を分割会社、ネオス分割準備会社を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決議し、契約を締結し、

2020年５月27日開催の定時株主総会での承認を経て、2020年９月１日付で当社の事業を承継会社に承継いたしま

した。

　これに伴い、当社は2020年９月１日付で「ＪＮＳホールディングス株式会社」に商号変更し、持株会社体制へ

移行いたしました。

 

１．会社分割の概要

（1）対象となった事業の内容

　グループの経営管理に関する事業及びFinTech事業（但し、キャッシュレス決済サービス関連事業に限

ります。）を除く一切の事業

（2）企業結合日

2020年９月１日

（3）企業結合の法的形式

当社を分割会社、ネオス分割準備会社を承継会社とする吸収分割

（4）結合後企業の名称

分割会社：ＪＮＳホールディングス株式会社

承継会社：ネオス株式会社

（5）会社分割の目的

　当社グループの更なる成長加速と事業拡大に向けて、基盤事業の意思決定の迅速化、グループ経営機能

の強化、企業価値の最大化と将来に向けた経営体制の強化を図ることを目的として持株会社体制へ移行す

ることといたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。
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２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年10月14日

ＪＮＳホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 藤田　建二　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 安藝　眞博　　印

 

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＪＮＳホール

ディングス株式会社（旧会社名　ネオス株式会社）の２０２０年３月１日から２０２１年２月２８日までの連結会計年度

の第２四半期連結会計期間（２０２０年６月１日から２０２０年８月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（２０２

０年３月１日から２０２０年８月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＪＮＳホールディングス株式会社（旧会社名　ネオス株式会社）及び

連結子会社の２０２０年８月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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